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○小平市民設民営学童クラブ事業費補助金交付要綱 

令和２年１１月２５日 

事務執行規程 

改正 令和６年１月１０日事務執行規程 

令和６年４月１日事務執行規程 

令和７年２月３日事務執行規程 

令和８年３月３１日事務執行規程 

（目的) 

第１条 この要綱は、小平市において民間事業者（以下「事業者」という。)が児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号)第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業（以

下「事業」という。)を実施する場合の運営に要する経費の一部を補助することにより、

多様な保育ニーズに対応するサービスの提供の機会を図り、もって児童福祉の増進に資

することを目的とする。 

（通則) 

第２条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則（昭和４８年規則第１１号。

以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。 

（補助対象者) 

第３条 この補助金の対象となる事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（1) 事業を継続的かつ安定的に実施するために、東京都の区域内又は東京都に隣接する

県において、放課後児童健全育成事業、児童館、認可保育所その他学童クラブ事業に類

する事業の経験及び経営の実績を有すること。 

（2) 学童クラブの入会資格は、小平市立学童クラブ条例（平成１０年条例第２６号)第３

条第１項第１号及び第３号並びに同条第２項に定める基準に準ずること。 

（3) 学童クラブの開設時間は、小平市立学童クラブ条例第５条第１項各号に掲げる時間

と同等以上とすること。ただし、月曜日から金曜日まで（同項第２号及び第３号に規定

する学校の休業日を除く。)の開始時間については、この限りでない。 

（4) 小平市立学童クラブ条例第８条第１項の学童クラブ費（同項ただし書の規定を除

く。)及び同条第２項に規定する利用料金は、同条に定める基準に準ずること。 

（補助事業) 

第４条 この補助金は、次に掲げる事業の全てを行う事業者に対して交付する。 

（1) 放課後児童健全育成事業実施要綱（平成２７年５月２１日付雇児発０５２１第８号
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厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「「放課後児童健全育成事業」の実施について」

別紙)別添１から別添５までのいずれかに定める事業 

（2) 都型学童クラブ事業実施要綱（平成２２年６月１６日付２２福保子家第２２２号)

第４条に定める事業 

（補助対象経費) 

第５条 この補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。)は、事業の運営に

要する経費のうち、別表第１及び別表第２に定めるものとする。 

（補助金の額) 

第６条 この補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額とする。ただし、

算出された区分ごとの補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

（1) 別表第１の区分ごとに定める補助基準額と、補助対象経費の実支出額から寄付金そ

の他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額の合計額 

（2) 別表第２に定める補助基準額と、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入

額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額 

（補助金の交付申請) 

第７条 規則第５条第１項の規定による交付申請は、市長が別に定める日までに、次に掲げ

る書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（1) 事業計画書 

（2) 収支予算書 

（3) 事業者の当該年度の予算書 

（4) 事業者の前年度の決算書 

（5) 事業の利用に係る児童の名簿 

（6) 事業に従事する職員の名簿 

（7) 施設の賃貸借契約書等の写し 

（8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定) 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、補

助金の交付の可否を交付（不交付)決定通知書により、当該申請をした者に通知するもの

とする。 

（補助金の交付請求等) 
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第９条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた事業者（以下「補助事業者」とい

う。)は、補助金の交付を請求するときは、四半期ごとに別に市長が定める日までに、交

付請求書により市長に補助金の交付を請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は補助金を支払うものとする。 

（児童数の報告) 

第１０条 補助事業者は、毎月初日の入会児童名簿並びに新規入会者及び退会者の氏名を、

当該月の５日までに市長に報告しなければならない。 

（事業の実施状況の報告) 

第１１条 補助事業者は、月ごとの事業の実施状況を当該月の翌月１０日までに、報告書に

次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

（1) 当該月における事業の利用に係る児童の名簿 

（2) 当該月の指導員の勤務状況表の写し 

（3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（実績報告) 

第１２条 規則第１１条の規定による実績報告は、収支決算書その他市長が必要と認める

書類を添えて行わなければならない。 

（補助事業の中止又は廃止) 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る事業（以下「補助事業」という。)を

中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止（廃止)承認申請書により市

長に申請をし、その承認を受けなければならない。 

（補助金の交付決定の取消し) 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付（変更交付を含む。以下同じ。)の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

（3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反し

たとき。 

（4) 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

（5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。 

（財産処分の制限等) 
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第１５条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円

以上の機械、器具その他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加し

た財産の処分制限期間（平成２７年内閣府告示第４２４号)に定める期間を経過するまで、

市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

２ 補助事業者が市長の承認を受けて前項に規定する財産を処分したことにより収入があ

ったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができ

る。 

３ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って

効率的な運用を図らなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告) 

第１６条 補助事業者は、この補助金の交付に係る年度の終了後に、消費税及び地方消費税

の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、

速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書によりその旨を市長に報告し

なければならない。 

２ 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で当該申告を行うときは、本部等の課

税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定による報告があった場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税

額の全部又は一部を市に納付させることができる。 

（補助金の経理等) 

第１７条 補助事業者は、事業に係る経理について収支の事実を明らかにした帳簿及び証

拠書類を整備し、市長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了

後１０年間保存しなければならない。 

（報告等) 

第１８条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項に関す

る報告を求め、又は調査を行うことができる。 

（1) 事業の運営状況、保育の内容、経理の状況等に関する事項 

（2) 事業の実施における事故の発生原因及び関係者の過失の有無に関する事項 



5/13 

（3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（書類の様式) 

第１９条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。 

（1) 規則第５条第１項の交付申請書 小平市民設民営学童クラブ事業費補助金交付申請

書（別記様式第１号) 

（2) 第８条の交付（不交付)決定通知書 小平市民設民営学童クラブ事業費補助金交付

（不交付)決定通知書（別記様式第２号) 

（3) 第１３条の事業中止（廃止)承認申請書 小平市民設民営学童クラブ事業中止（廃

止)承認申請書（別記様式第３号) 

（4) 第１６条第１項の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 小平市民設民

営学童クラブ事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記様

式第４号) 

（その他) 

第２０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。 

（施行期日) 

この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 

別表第１（第５条、第６条関係) 

放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき実施する事業 

区分 補助基準額 補助対象経費 

放課後児

童健全育

成事業 

１ 放課後児童支援員を２名以上配置した場合の基本額（１

支援の単位当たり年額) 

（１) 構成する児童の数が１人以上１９人以下の支援の

単位 

４，６１５，０００円－（１９人－支援の単位を構成

する児童の数)×３０，０００円 

（２) 構成する児童の数が２０人以上３５人以下の支援

の単位 

６，９３９，０００円－（３６人－支援の単位を構成

する児童の数)×２７，０００円 

（３) 構成する児童の数が３６人以上４５人以下の支援

の単位 

放課後児童健全育

成事業の実施に要

する経費（飲食物

費を除く。) 
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６，９３９，０００円 

（４) 構成する児童の数が４６人以上７０人以下の支援

の単位 

６，９３９，０００円－（支援の単位を構成する児童

の数－４５人)×８５，０００円 

２ 放課後児童支援員を２名以上配置した場合の開所日数加

算額（１支援の単位当たり年額)（長期休暇期間に１日８時

間以上開所する場合) 

（年間開所日数－２５０日)×２８，０００円 

３ 放課後児童支援員を２名以上配置した場合の長時間開所

加算額（１支援の単位当たり年額) 

（１) 平日分（午後６時３０分を超えて開所する場合) 

午後６時３０分を超える時間の年間平均時間数×７２

０，０００円 

（２) 長期休暇等分（１日８時間を超えて開所する場合) 

１日８時間を超える時間の年間平均時間数×３２４，

０００円 

４ 放課後児童支援員を１名、補助員を１名以上配置した場

合の基本額（１支援の単位当たり年額) 

（１) 構成する児童の数が１人以上１９人以下の支援の

単位 

２，７９４，０００円－（１９人－支援の単位を構成

する児童の数)×３０，０００円 

（２) 構成する児童の数が２０人以上３５人以下の支援

の単位 

５，１１７，０００円－（３６人－支援の単位を構成

する児童の数)×２７，０００円 

（３) 構成する児童の数が３６人以上４５人以下の支援

の単位 

５，１１７，０００円 

（４) 構成する児童の数が４６人以上７０人以下の支援
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の単位 

５，１１７，０００円－（支援の単位を構成する児童

の数－４５人)×８５，０００円 

５ 放課後児童支援員を１名、補助員を１名以上配置した場

合の開所日数加算額（１支援の単位当たり年額)（長期休暇

期間に１日８時間以上開所する場合) 

（年間開所日数－２５０日)×２１，０００円 

６ 放課後児童支援員を１名、補助員を１名以上配置した場

合の長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額) 

（１) 平日分（午後６時３０分を超えて開所する場合)  

午後６時３０分を超える時間の年間平均時間数×４４

９，０００円 

（２) 長期休暇等分（１日８時間を超えて開所する場合) 

１日８時間を超える時間の年間平均時間数×２０２，

０００円 

放課後子

ども環境

整備事業 

放課後児童クラブ設置促進事業（１事業所当たり年額) 

１事業所当たり年額１２，０００，０００円（ただし、開所

準備経費を含む場合は、１事業所当たり１２，６００，００

０円) 

放課後子ども環境

整備事業の実施に

要する経費 

放課後児

童クラブ

支援事業 

１ 放課後児童クラブ運営支援事業（１支援の単位当たり年

額) 

賃借料補助 ３，３７４，０００円（ただし、令和７年

４月１日以降に開設したクラブ又は東京都認証学童クラ

ブ（東京都学童クラブ事業実施要綱（令和７年３月２７

日付６福祉子家第３２０１号）に基づく認証を受けた学

童クラブをいう。以下同じ。）として認証された場合は、

１０，６２０，０００円) 

２ 放課後児童クラブ送迎支援事業 

４，７２３，０００円 

放課後児童クラブ

支援事業の実施に

要する経費 

放課後児

童クラブ

１支援の単位当たり年額 ４，４２５，０００円 放課後児童クラブ

を新たに実施する
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開設準備

支援事業 

ための開所準備に

必要な開所前賃借

料（放課後子ども

環境整備事業の補

助対象となる開所

準備経費を除く。) 

備考 

１ 支援の単位とは、放課後児童健全育成事業における支援の提供が、同時に一又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。別表第２において同じ。 

２ 放課後児童健全育成事業は、年間開所日数２５０日以上の事業を対象とする。 

３ 放課後児童健全育成事業及び放課後児童クラブ支援事業について、事業実施月数

（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。以下同じ。)が１２月に

満たない場合には、基準額ごとに算定された金額に事業実施月数を１２で除した数

を乗じた額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)とする。 

４ 放課後児童クラブ支援事業の放課後児童クラブ運営支援事業（賃借料補助）につい

て、年度途中で東京都認証学童クラブの認証を受けた場合には、基準額ごとに算定さ

れた金額に当該認証を受けた月以後の事業実施月数を１２で除した数を乗じた額と

する。 

別表第２（第５条、第６条関係) 

都型学童クラブ事業・東京都認証学童クラブ事業実施要綱に定める事業 

区分 補助基準額 補助対象経費 

都型学童

クラブ事

業 

支援の単位ごとに、毎月初日の児童の数により区分される次

に定める額（１支援の単位当たり月額) 

１ 構成する児童の数が１０人以上１９人以下の支援の単位 

３３８，０００円－（１９人－支援の単位を構成する児

童の数)×１８，０００円 

２ 構成する児童の数が２０人以上３５人以下の支援の単位 

３３８，０００円－（３６人－支援の単位を構成する児

童の数)×１１，５００円 

３ 構成する児童の数が３６人以上４５人以下の支援の単位 

３３８，０００円 

放課後児童健全育

成事業の実施に要

する経費（飲食物

費を除く。)及び放

課後児童クラブ支

援事業の実施に要

する経費から、別

表第１の補助基準

額をそれぞれ控除

した額（これによ
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４ 構成する児童の数が４６人以上７０人以下の支援の単位 

３３８，０００円－（支援の単位を構成する児童の数－

４５人)×６，２５０円 

り補助対象経費が

０円を下回る場合

は、０円とする。)

の合計額 

東京都認

証学童ク

ラブ事業 

１支援の単位当たり年額 ６，１８７，０００円  

備考 東京都認証学童クラブ事業について、年度途中で東京都認証学童クラブの認証を受

けた場合には、基準額ごとに算定された金額に当該認証を受けた月以後の事業実施月数

を１２で除した数を乗じた額とする。 
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